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令和７（2025)年賃金引上げ等の実態に関する調査の結果は、厚生労働省のホームページにも掲載されて

います。 アドレス（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/12-23.html）
 

令和７年 10 月 14 日 

【照会先】 

 政策統括官付参事官付賃金福祉統計室 

室  長  外山 惠美子 

室長補佐  本木 久美子 

担 当 係  賃金第二係（内線 7653・7638） 

（代表電話）03（5253）1111 

（直通電話）03（3595）3147 
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２ 賃金の改定額及び改定率 

令和７（2025）年中に賃金の改定を実施した又は予定していて額も決定している企業及び賃金の

改定を実施しない企業について、賃金の改定状況（９～12月予定を含む。）をみると、「１人平均賃

金の改定額」は13,601円（前年11,961円）、「１人平均賃金の改定率」は4.4％（同4.1％）となって

いる。 

労働組合の有無別にみると、労働組合ありでは「１人平均賃金の改定額」は15,229円（同13,668

円）、「１人平均賃金の改定率」は4.8％（同4.5％）、労働組合なしでは「１人平均賃金の改定額」は

11,980円（同10,170円）、「１人平均賃金の改定率」は4.0％（同3.6％）となっている。（第２表、第

１図、付表２） 

 

 

第２表 賃金改定区分・企業規模・産業・労働組合の有無別１人平均賃金の改定額及び改定率 

 

 
  

令和７年 令和６年 令和７年 令和６年

 計 13,601 11,961 4.4 4.1

　うち引上げ
1) 13,914 12,183 4.5 4.1

　うち引下げ
1) △ 8,909 △ 17,270 △ 3.5 △ 4.3

　5,000 人  以  上 16,784 15,121 5.1 4.8

  1,000 ～ 4,999人 15,859 12,317 5.0 4.1

    300 ～   999人 12,308 10,618 4.0 3.8

    100 ～   299人 10,264 10,228 3.6 3.7

鉱業，採石業，砂利採取業 18,020 14,616 6.1 5.9

建設業 20,724 15,283 5.9 4.3

製造業 15,952 13,262 5.2 4.4

電気･ガス･熱供給･水道業 19,611 14,619 5.3 4.3

情報通信業 14,096 14,989 3.9 4.3

運輸業，郵便業 10,545 9,030 3.6 3.2

卸売業，小売業 12,183 11,922 4.2 4.3

金融業，保険業 17,567 15,465 4.1 4.6

不動産業，物品賃貸業 14,368 12,554 4.5 4.0

学術研究，専門・技術サービス業 14,911 14,772 3.8 4.4

宿泊業，飲食サービス業 10,177 9,654 3.6 3.7

生活関連サービス業，娯楽業 7,744 8,543 2.9 3.2

教育，学習支援業 9,300 7,176 3.2 2.7

医療，福祉 5,589 6,876 2.3 2.5

サービス業（他に分類されないもの） 8,621 7,353 3.4 3.2

労働組合あり 15,229 13,668 4.8 4.5

労働組合なし 11,980 10,170 4.0 3.6

 注: 賃金の改定を実施した又は予定していて額も決定している企業及び賃金の改定を実施しない企業についての数値である。

1) 本表において「うち引上げ」とは、賃金の改定により１人平均賃金を引き上げた企業について、「うち引下げ」とは、

賃金の改定により１人平均賃金を引き下げた企業についての数値である。

 　賃金改定区分・企業規模・
産業・労働組合の有無

１人平均賃金の改定額（円） １人平均賃金の改定率（％）
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２０２５年看護職員の入退職に関する実態調査結果 概要 

日本医療労働組合連合会 

回答施設数：36 都道府県 145 医療機関（法人単位 3 組織含む）／調査期間：2025 年 4 月 1 日～5 月 7 日 

I. 看護職員の入退職動向について 

（１） 採用者数と退職者数の動向について 

前年と比較し、採用者数が減ってい

る施設は 66 施設 52.4％だった。同様

に前年と比較して退職者数が増加して

いる施設は、66 施設 50.8％だった。採

用者減、退職者増の施設は、いずれも

前年より増加しており、人手不足が

年々悪化している状況が推察される。 

（２） 24 年度（入職者数は 25 年度）の状況について 

① 退職者数が採用者数を上回った施設が約 6 割 

② 採用予定者数４割の施設が満たせず 

 約 6 割の施設で退職が採用

を上回ったと答え、前年度より

少ない体制となった。また、約

4割の施設が4月新規採用の募

集をかけても埋まらず、必要な

看護職員数を確保できていな

い状況が推察される。 

 

（３）24 年末一時金を約 10 万円以上の引下げられた施設（29 施設）の状況 

医労連の調査で 24 年末一時金

が約 10 万以上の大幅な削減がさ

れた施設のみを抽出すると、平均

退職者数や退職者が採用者を上回

る状況が全体平均よりも悪いこと

が明らかになった。 

Ⅱ．医療提供体制について 

（１）看護職員不足による医療提供体制への影響について（複数回答可） 

医療提供体制への影響は、「④患者サービスの低下」が一番

多く、65 施設 44.8％が回答。次に 「②稼働病床の削減」30 施

設 20.7％だった。 「④患者サービスの低下」の具体的な事例と

しては、以下のような事例があげられた。（一部抜粋） 

 

 

 

 

（表２）年間採⽤者数の推移
24年ー23年 割合

増 50 39.7%
減 66 52.4%
同数 10 7.9%
回答数 126

（表１０）年末⼀時⾦削減施設の年間退職者数
24年度 回答数

年間退職者数（B) 34.7 27

（参考）全体の平均退職者数
24年度 回答数

年間退職者数（B) 28.3 137

24年度退職者数が 施設数 割合
上回った施設（A<B） 18 64.3%
上回らなかった施設 8 28.6%
同数 2 7.1%
回答数 28

（表１１）24年度年間採⽤者数（A）と24年
度年間退職者数（B)との⽐較

（表３）年間退職者数の推移
24年―23年 2

増 66 50.8%
減 53 40.8%
同数 11 8.5%
回答数 130

5



2 

 

（２）看護職員不足による労働者への影響について（複数回答可） 

労働者への影響は、 「①夜勤回数の増加」が 105 施

設 72.4％と一番多く、次に「②時間外労働の増加」

が 85 施設 58.6％と続いた。 

 

 

 

 

（３） 人手不足を解消するための対策と人手不足を解消できない場合の影響（一部抜粋） 

 人手不足を解消するための対策と解消できない場合の影響として以下のような声が寄せられた。 

人手不足解消）給料・手当を増やし、離職を防ぐ。一病棟閉鎖し、その他の病棟スタッフ（人員）増や

す。業務が少しでも楽になるよう、システムや物品の導入をしていく。 

解消できない場合）更に離職が進み、残ったスタッフへの負担が大きくなる。病棟業務を回せなくな

る。看護の質の低下。医療・看護の崩壊" 

看護師の配置基準の見直し、一時金や基本給のアップ・手当のアップ、時間外は正当に支給、ゆとりあ

る勤務。解消できない場合、看護崩壊で魅力を感じず、ますます看護師を目指す人はいないし、離職が

増える。ケア労働より楽な道を考え他産業に移行してしまう。大企業に比べケア労働者の賃金や環境

は改善されず、すでに崩壊状態。 

賃金が上がらないと人は集まらない。労働に対しての賃金がもらえないと離職は進むばかり。一般企

業ではベースップが進む中看護の賃金は変わらず、看護師を志す人も減っていき、病院はなくなり、突

然死などが増えていくと思う 

政治主導による看護師供給の改善。地域や病院ごとの魅力ある医療・介護の創出。ワークライフバラン

スを実現できる職場づくり 

生活できる賃金水準設定、職員に優しい労働環境整備（正循環職場、育休が取りやすい、休憩１時間と

れるなど。今後の影響、働く人がいなくなり、病院縮小閉鎖、労働条件の改悪、更なる職員の退職、病

院がなくなる→地域医療体制を守れなくなり、地域住民のいのち・権利を守れなくなる 

今の診療報酬の体制では人手不足は解消さないと思う。人員を多く雇っても経営が成り立つことが必

要。人手不足が解消されないと向上心のある職員が減り、サービスの低下につながり、ますます人手不

足になると思う 

紹介会社から採用が増え、紹介費用が増える。働きやすい環境。人手不足を解消できない場合、一人ひ

とりの職員への負担がさらに増え、体をこわさないか。さらには病棟閉鎖で地域医療に影響を与える

紹介会社から採用が増え、紹介費用が増える。働きやすい環境。人手不足を解消できない場合、一人ひ

とりの職員への負担がさらに増え、体をこわさないか。さらには病棟閉鎖で地域医療に影響を与える

 

協定がある夜勤回数月８回（２カ月で１６回）順守不可、有給休暇消化率の低下（協定にて看護部６

０％以上消化可能な定数配置）、超勤時間の増加 

根本的な診療報酬や社会保障の仕組みを変え、欧米のような賃金の高い医療職にするのが必要。最近

は美容系の方に若い職員が流れていることもある。一時金が下がった法人は特に看護師・技術職の流

出がひどい。国や制度が改善できない場合は医療崩壊が起こる。 

・夜勤回数の増加、職場がギスギスしてくる、退職者が増える。・病院建設が終わり、40 億の負債をか

かえています。今看護師を確保して７床の休止している病床をうめないと苦しい経営となり、労働条

件の悪化が想像される 

診療報酬での看護労働の評価が必要。後方病院であっても必要な医療を提供するには人の配置の見直

しが必要であり、今の状況が続けば離職者（転職を繰り返す）は減らない。病院で働く看護師がいなく

なる。在宅へシフトした政策となっているが、病院と同じように人材不足が加速すると思います。 
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【看護師等の人員不足による病棟閉鎖】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病棟閉鎖のニュース 

・2024 年 11 月 15 日 金山市民病院で療養病棟を閉鎖（中日新聞） 

・2024 年 11 月 30 日 名張市立病院で病床数制限（伊賀タウン情報 YOU） 

・2025 年 1 月 27 日  男鹿みなと市民病院で病床削減・統合（秋田魁新報） 

・2025 年 2 月 4 日  角館総合病院で 7月から病棟再編（4→3）（秋田魁新報） 

・2025 年 2 月 17 日  仙台医療センターが一部病棟休止（TBC 東北放送） 

・2025 年 3 月 13 日  留萌管内唯一の精神科病床 10 床削減、荻野病院（北海道新聞）

・2025 年 3 月 19 日  松江生協病院が療養病棟休止の決断（40 床）（BSS 山陰放送） 

・2025 年 4 月 22 日  市立稚内病院が看護師不足で病床削減（稚内プレス） 

・2025 年 6 月 12 日  兵庫医大・ささやま医療センターが地域包括ケア病棟閉鎖（丹波

新聞） 

・2025 年 10 月 10 日 珠洲で看護師 31 人減 地震後、奥能登で退職相次ぐ（北國新聞）
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内閣総理大臣 殿 

財 務 大 臣 殿 

厚生労働大臣 殿 

安全・安心の医療・介護提供体制を守るため、すべてのケア労働者の 

処遇改善につなげる報酬 10％以上の引き上げを求める要請署名 

 

 政府は、2024 年の診療報酬・介護報酬改定で賃上げに特化した「ベースアップ評価料」や「新介

護加算」を盛り込みましたが、その効果は極めて限定的であり、「2.5％のベースアップ目標」には

程遠く、2025年春闘結果で日本医労連加盟の医療機関や介護施設での賃上げ平均率は2.07％（5,772

円）に留まり、2025 年民間主要企業春季賃上げ平均率 5.52％、平均額 18,629 円と比べて三分の一

程度に留まっています。さらには年間賞与の平均額においては、もともとが民間主要企業の半分程

度なところを、今年さらに引き下げられる医療機関や介護施設が続出しています。政府がケア労働

者の賃上げの必要性を理解しているのであれば、最低でも全産業平均を上回る賃上げで格差を埋め、

すべてのケア労働者が差別なく処遇改善につながる施策にするべきです。その賃上げのためには、

事業存続の危機にまで至っている医療・介護施設への緊急援助の拡充も必要であり、診療報酬・介

護報酬を最低でも 10％以上引き上げiるべきです。 

私たちは差別と分断を許さず、政府の責任ですべてのケア労働者の処遇改善と医療・介護事業の

安定的な維持発展のために、以下要請し、実施を強く求めるものです。 

 
 
1 年収ベースで全産業平均賃金との格差を埋め、物価高騰を上回るすべてのケア労働者の賃上げには月額平

均 5 万円以上の賃上げが必要であり、24 年診療報酬改定に盛り込まれた「ベア評価料」・賃上げの原資に必

要な診療報酬引き上げ率 0.61％を基礎に 5 万円に必要な診療報酬引き上げ率を 6.31％と算出したうえで、

賞与の財源を捻出するためには医療・介護事業所が物価高騰を上回るプラス改定が必要であるため、それを

加味して 10％以上の引き上げ率とした。 

 

【要請事項】 

１．医療や介護現場で働くすべてのケア労働者の賃上げと人員配置増につなげるために、26 年度の

診療報酬改定と、1 年前倒しで介護・障害福祉サービス等報酬改定も実施し、すべての医療機関

と介護・福祉等事業所の物価高騰対策も含めて、各 10％以上の引き上げ改定を実施すること。ま

た当面の支援策として、25 年度中に全額公費による賃上げ支援策を実行すること。 

 

団体（労働組合・法人・事業所名）                             

 

代表者名                                         

 

所在地・連絡先                                      

※ご協力いただいた団体は医労連の HP 等で公表する予定ですが、不都合な場合にはチェックをお願いします→□ 

意見・要望 

 

 

 

 

取扱団体 日本医療労働組合連合会  東京都台東区入谷１－９－５ 03-3875-5871 
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診療報酬 10％引き上げの算出根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆医労連の賃上げ要求「月額平均 5 万円以上」をもとに、すべての医療関係職種の 5 万円の賃上げに

必要な診療報酬の引き上げ率を試算する 

 

① 2024 年の診療報酬改定では、医療関係職種（対象外職種あり）の賃金を前年比で 2.3％引き上げ

るための措置が取られた（ベア評価料 ：2.5％の触れ込みだが、計算式では 2.3％となっている）。そ

のための改定率は「+0.61％」だったので、賃金を 2.3％引き上げるために必要な診療報酬の改定率

は「+0.61％」となる。 

但し、対象外の職種があるため、補正が必要となる。 

 【補正】（2023 年医療施設調査「表 25 職種別にみた施設の常勤換算従事者数」を活用） 

  ➊医療機関の従事者総数（常勤換算）・・・・・・・・・・3,234,940.4 人 

  ➋ベア評価料の対象職種の従事者数（常勤換算）・・・・2,143,968.9 人 

  ☆➊、➋を基に全職種の賃金を 2.3％引き上げるために必要な診療報酬の改定率を求める 

   →0.61％×（➊÷➋）＝ 0.61％×1.509 ＝ 0.92％ 

  従って、すべての医療関係職種の賃金を 2.3％引き上げるために必要な診療報酬の改定率は

「+0.92％」となる。 

 

②厚生労働省 2024 年度「賃金構造基本統計調査」によると、医師を含めた医療機関の従事者の所定内

賃金平均は 316,862 円で、これを 1％引き上げるのに必要な額は 3168.6 円となる。ここから逆算す

ると、医師を含めたすべての医療関係職種の賃金を 5 万円引き上げたときの引き上げ率は 15.78％

となる。 

 

③すべての医療関係職種の賃金を 5 万円引き上げたときの賃上げ率（15.78％）は、ベア評価料の賃上

げ率（2.3％）の 6.86 倍となる。 

 

④従って、すべての医療関係食指負の賃金を 5 万円引き上げるために必要な賃上げ率は、ベア評価料

の診療報酬改定率に補正をかけた数値（0.92％）の 6.86 倍となり、その値は 6.31％となる。 

 

◆6.31％の引き上げを確実に賃上げに回すためには、医療機関、介護施設等の物価高騰への対応分の

引き上げや一時金を確保するための財源を確保することが必要となる 

 

◆6.31％＋物価高騰への対応分・一時金確保分＝10％以上の引き上げとした 
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政府は、24 年の医療・介護・障害福祉の報酬改定で賃上げに

特化した「ベースアップ評価料」や「処遇改善加算」などを盛

り込みました。しかし、その効果は極めて限定的で、物価高騰

に賃上げが追い付いていません。政府が目標とした 2.5％のベ

ースアップにも届かず、その結果、全産業平均賃金との差が拡

大しています。日頃から過酷な現場は、増え続ける離職に歯止

めがかからず深刻な人員不足により多忙を極めています。 

安全・安心の魅力ある医療・介護・福祉職場を実現するため

にも、すべてのケア労働者の処遇改善が今すぐ必要です。 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

職種：                年代：２０代 ・ ３０代 ・ ４０代 ・ ５０代 ・ ６０歳以上 

 

職場：病院 /診療所 /介護施設 /介護事業所 /福祉施設 ・ その他（        ） 

 

都道府県：（                   ） 

※ご記入頂いたメッセージは、政府の審議会等に提出する予定です。  

取扱い団体：日本医療労働組合連合会 

TEL）03-3875-5871 /FAX）03-3875-6270 /メール）n-ask@irouren.or.jp 

私のメッセージ 

ケア労働者の処遇改善のため 

診療報酬、介護・障害福祉報酬の 10％以上

大幅引上げを求めます！ 
※Q

R

コ
ー
ド
か
ら
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
可 

２０２５秋・ケア労働者からのメッセージ 

だから、職員の配置基準を大幅に引き上げてください！ 

だから、基本診療料、基本報酬を大幅に引き上げてください！ 
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【報酬 10％以上 UP 賛同マップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【Ⅹデモ】             【オンライン署名】 

 

 

 

 

 

 

                   署名内容：「ケア労働者がもう限界です！ 診療

報酬・介護報酬をあげて他産業並みの

賃上げをしてください」 

宛  先：総理大臣、社保審、中医協、厚労大臣宛 
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ケア労働者もう限界です！診療報酬・介護報酬をあげて他産業並みの賃上げをしてください 

宛先：総理⼤⾂、社保審、中医協、厚労⼤⾂宛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾼市早苗⾃⺠党総裁も明⾔「診療報酬、介護報酬、改定待っていられない」 

10/4 に⾃⺠党新総裁となった⾼市早苗⽒は会⾒で「少し急がなきゃいけないのは病院、それから介護
事業所」と深刻な病院⾚字や過去最⾼の倒産を記録している介護事業所について触れました。「補正予算
を使って⽀援できる形を検討したい」とも述べました。医療・介護現場の崩壊がすでに始まっています。 
 

ケア労働者は物価が上昇しても賃⾦があがっていない！ 

物価上昇が続くなか、⼤⼿企業が⼤幅に賃⾦を引き上げ、最低賃⾦も過去最⼤の引上げが続いていま
す。しかし、ケア労働者は完全に取り残されており、年収ベースでみると賃下げ状態に。令和 7 年の厚労
省の調査では、なんと、全産業の賃⾦改定額の半分にも満たない額でした。 
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医療・介護業界を⾒限って、別の業界へ転職したり、給料が良い美容系クリニックへ移ったりする⼈が
急増しています。業界の未来を悲観して、研修後に直接美容医療に進む「直美（ちょくび）」を選択する
看護学⽣も増え、地域医療崩壊の危険性が⾼まっていることが、複数の報道で指摘されています。ケア労
働者の賃⾦改善は急務なのです。 
 
“直美など、美容医療に進む医師が増えていることは、“このままでは保険診療が崩れかねない”という警
鐘であると捉えるべきです。” 
引⽤：NHK ニュース,「なぜ医師たちは美容医療に？」, 2025-04-24, https://news.web.nhk/newsweb/na/na-
k10014774371000 ,（参照 2025-10-09） 
 
“こういった道を選ぶ医学⽣が増え続ければ、⽇本の医療制度そのものが崩壊してしまうかもしれない。” 
引⽤：週刊現代,「このままでは⽇本の医療は崩壊する…「直美」急増の先に待ち受ける「最悪の結末」, 2024-
12-02,  https://gendai.media/articles/-/141913 ,（参照 2025-10-09） 
 

「もう限界！」診療報酬 UP に賛同表明、続々！ 

では、どうすればケア労働者の賃⾦があがるのでしょうか？ 医療・介護は、莫⼤な利益が出る業種で
はありません。国が決める診療報酬・介護報酬で運営されているため、報酬が上がれば、賃⾦にも影響が
及びます。 

これまでに何度も声をあげてきましたが、賃上げにつながる報酬アップはされず、私たちはもう限界を
迎えています。⾼市新総裁が⾔った通り、医療・介護の⼿当ては「急がなくてはならない」のです。 

全国の施設や事業所に診療報酬・介護報酬アップへの賛同を呼びかけたところ、賛同や現場実態を伝え
る声が続々と集まってきています。私たち⽇本医労連は、そうした現場の声を国へ届けるため、賛同して
くださった施設を⽇本地図に⽰し、特設サイトで随時更新しています。 

 
※画像をクリックすると特設サイトが開きます。 
 

報酬 10%UP で地域医療が守れます！ 

診療報酬アップを求める声は、さまざまな業界団体から上がっています。しかし、経営悪化分だけを⼿
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当しても、根本的な解決にはなりません。現場で働くケア労働者の賃⾦を保障する報酬アップでなけれ
ば、焼け⽯に⽔です。 

私たち⽇本医労連では、ケア労働者の賃上げを考慮した引き上げ率として 10％以上 UP を国に求めて
います。全産業平均との賃⾦格差を埋め、物価⾼騰分も補うためには、⽉額５万円以上の賃上げが必要で
す。国は、24 年診療報酬改定の中で「２.３％の賃上げの原資に必要な診療報酬引き上げ率」として０.61％
を明記しているので、その率をもとに、⽉額５万円の賃上げに必要な診療報酬の引き上げ率を６.31％と
算出し、さらに事業所の物価⾼騰対策を加味したのが「10％以上」です。事業存続の危機にまで⾄ってい
る医療・介護施設への緊急援助の拡充も必要なことを考慮すれば、決して過⼤な要求ではありません。 

 
 
新総理はケア労働者を守るため、医療・介護を守るために決断を！ 

まもなく新総理が誕⽣します。 
私たちは新総理が、医療・介護現場の実情に向き合い、⽇本の医療・介護を守るために速やかに診療報

酬・介護報酬を引き上げ、ケア労働者の賃上げを実現することを⼼から望んでいます。 
11 ⽉ 13 ⽇には、厚⽣労働省への要請を⾏い、賛同団体の署名を提出します。また、X デモを 3 週連続

で⾏い、現場の声を広く伝えていきます。 
労働組合に⼊っていなくても、医療や介護に携わっている⽅や、利⽤されている⽅は、以下のハッシュ

タグを使って⼀緒に声をあげてください。皆さんの応援が必要です。 
 
＃地域から病院をなくさないで 
#もう限界です診療報酬を賃上げに 
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3 
 

 ◆日本医労連の秋闘日程（※取材の要請は必ずご一報ください） 

  2025 年 10 月 24 日（金）：要求提出 

      11 月  5 日（水）：産別統一回答指定日 

6 日（木）：産別統一行動日 

        12 日（水）～13 日（木）：日本医労連中央行動（議員要請・政府要請） 

 

 ◆国会議員要請行動 意思統一集会 

  日時：2025 年 11 月 12 日（水）11：30～ 

  場所：衆議院第 1議員会館大会議室 

 

 ◆財務省前宣伝行動（全大協、自治労連、日本医労連）  

  日時：2025 年 11 月 12 日（水）16：00～ 

  場所：財務省前 

 

◆対政府要請行動 

  2025 年 11 月 13 日（木） 

  厚労省要請：衆院第一議員会館（10：00～） 

  総務省要請：総務省（11：00～） 

  文科省要請：文科省（10：00～） 

  財務省要請：財務省（15：00～）  

   

   

以上 
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